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第１章  総則 

（目  的） 
第１条 長野医療衛生専門学校（以下「本校」という）は、歯科医療、言語療法及び音楽療法に関する高度の

知識及び技術を教授研究し、広く国民の保健医療の向上に寄与することのできる技術者を育成することを

目的とする。 
（名  称） 
第２条 本校は、長野医療衛生専門学校と称する。 
（位  置） 
第３条 本校は、長野県上田市中央２丁目１３番２７号に置く。 

２ 本校の各学科は以下に置く。 
（１）歯科衛生士学科 長野県上田市中央１丁目６番２号、同 1 丁目６番１９号。 
（２）言語聴覚士学科 同２丁目１３番２７号。 
（３）音楽療法士学科 同３丁目８番１号。 

（課程及び学科の種類） 
第４条 本校の課程は、医療職業実践専門課程とし、学科は歯科衛生士学科、言語聴覚士学科及び音楽療法士

学科とする。 
（収容定員） 
第５条 本校の収容定員は、次のとおりとし、各学年は１学級とする。 

学 科 等 入学定員 総 定 数 

歯科衛生士学科 ２８ ８４ 
言語聴覚士学科 ３０ １２０ 
音楽療法士学科 １５ ４５ 
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（修業年限） 
第６条 本校の修業年限は、次のとおりとする。 

学 科 等 修 業 年 限 

歯科衛生士学科 ３年 
言語聴覚士学科 ４年 
音楽療法士学科 ３年 

（在学年限） 
第７条 学生は、前条に定める修業年限の２倍を超えて在学することができない。 

２ 第１４条の第１項より再入学、編入学したものは、同条第２項の規定により定められた在学すべき年

数の２倍に相当する年数を超えて在学することができない。 
 
第２章  学年、学期及び休業日 

（学  年） 
第８条 学年は、４月１日に始まり、翌年３月３１日に終わる。 
（学  期） 
第９条 学年を次の２学期に分ける。 
    前学期 ４月１日から９月３０日まで 
    後学期１０月１日から翌年３月３１日まで   
（休業日） 
第１０条 休業日は、次のとおりとする。 

（１）日曜日 
（２）土曜日 
（３）国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７８号）に規定する休日 
（４）春期休業・夏期休業・冬期休業・学年末休業（期間は校長が定めた日）   
（５）その他校長の定めた日 
２ 教育上必要があり、かつ、やむを得ない事情があるときは、前項にかかわらず、休業日に授業を行う 
ことがある。 

 
第３章 入学、再入学、編入学及び転入学 
（入学等の時期） 

第１１条 入学（編入学及び転入学を含む）の時期は、学年の始めとする。 
（入学の資格） 

第１２条 本校に入学することのできる者は、次の各号の一に該当するものとする。 
（１）学校教育法第９０条第１項に掲げる者 
（２）文部科学大臣が高等学校の課程と同等の課程を有するものとして認定した在外教育施設の当該課程 

を修了した者 
（３）文部科学大臣の行う高等学校卒業程度認定試験に合格し、かつ１８歳に達した者 
（４）その他本校において、個別の入学資格基準により高等学校を卒業した者と同等以上の学力があると 

認めた者で１８歳に達している者 
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（入学者の選考） 
第１３条 入学を志願する者に対しては、学力検査及び面接試験を行い、その成績及び出身学校長の調査書等

の成績を総合して選考し、教員会の議を経て校長が合格を決定する。 
２ 入学試験は一般入学試験、編入学試験、推薦入学試験及び、AO 入学試験とする 

第１４条 次の各号の一に該当する者で、本校の再入学、編入学または転入学を志願する者があるときは、欠

員のある場合に限り、選考の上、相当年次に再入学、編入学または転入学を許可することがある。 
（１）本校の他の学科を卒業した者 
（２）本校を第３０条の規定により退学した者及び第４２条第３項の規定により退学とされた者 
（３）歯科衛生士学科では、歯科衛生士を養成する学校に１年以上在籍し、必要単位を取得した者 
（４）言語聴覚士学科、音楽療法士学科では、大学に２年以上在籍し、かつ、６２単位以上取得した者 
２ 前項の規定により再入学、編入学または転入学を許可された者が既に修得した授業科目及び単位数の 
取扱い並びに在学すべき年数については、教員会の議を経て校長が決定する。 

３ 入学は、学年始めに限るものとする。 
 （入学等の出願） 
第１５条 本校に入学、編入学または転入学を志願する者は、次の各号の書類に検定料を添えて所定の期日ま

でに願い出なければならない。 
（１）入学願書 
（２）写真（３カ月以内に撮影したもの） 
（３）出身高等学校長の調査書又はそれに相当する証明書  
２ 本校の再入学を志願する者は、本条１項の（１）及び（２）の書類に検定料を添えて所定の期日まで 
に願い出なければならない。 

 （入学等の手続き及び許可） 
第１６条 第１３条及び第１４条の選考により合格した者は、所定の期日までに、入学料等を納付し、所定の

手続きをしなければならない。 
２ 合格者は、第１保証人及び第２保証人連署の誓約書その他所定の手続き書類を期日までに提出しなけ 
ればならない。 

３ 校長は、前項の手続きを完了したものに入学、再入学、編入学または転入学を許可する。 
（保証人） 

第１７条 保証人は２名とし、第１保証人は保護者若しくは学費出資者とし、第２保証人は日本国内に居住し、

独立の生計を営む成年者でなければならない。 
  

第４章 教育課程及び履修 
 （授業日時数）   

第１８条 本校の授業日時数は、下記の日時数を基準とする。 

学 科 歯科衛生士学科 言語聴覚士学科 音楽療法士学科 
学 年 1 年 2 年 3 年 1 年 2 年 3 年 4 年 1 年 2 年 3 年 

年間授業日数 182 日 170 日 150 日 177 日 188 日 186 日 185 日 176 日 180 日 182 日 
週間授業時間数 40 時間 40 時間 40 時間 40 時間 40 時間 40 時間 40 時間 40 時間 40 時間 40 時間 

週間授業日数 5 日 5 日 5 日 5 日 5 日 5 日 5 日 5 日 5 日 5 日 
２ 前項の授業日時数は、学科により変更することがある。 
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（始業終業の時刻） 

第１９条 本校の始業及び終業の時刻は次のとおりとする。 
      午前８時５０分～午後５時５０分 

２ 教育上必要があり、かつ、やむを得ない事情があるときは、前項にかかわらず、時間外に授業を行う 
ことがある。 

 （教育課程及び必要単位数並びに単位計算の基準） 
第２０条 本校における授業科目及びその単位数並びに卒業に要する単位数は、別表による。 

２ 各授業科目の単位計算の基準は、別表のとおりとする。 
３ 校長は、必要があると認めたときは、課外科目を追加することができる。 

 （授業科目） 
第２１条 本校において開設される授業科目は、これを必修及び選択科目とし、履修方法については、学則に 

定めるもののほか、細則第８条に定める。 
 （他学科の授業科目の履修等） 
第２２条 本校の学生は、所定の手続きを経て、他の学科の授業科目を履修し、又は聴講することができる。 
（授業科目履修の認定） 

第２３条 授業科目の履修に関しては、授業時間数の３分の２以上出席し、試験に合格した者に、所定の単位

を与える。ただし平素の学習状況又は論文等をもって試験に代えることができる。 
２ 試験の成績の評価は、秀、優、良、可又は不可とし、秀、優、良及び可を合格とする。 
３ 前項の秀は９０点、優は８０点、良は７０点、可は６０点割を基準とし、総合的な評価を行う。 

 
 第５章  欠席、休学及び復学 
 （欠席） 
第２４条 学生は、病気その他の事由により欠席した場合は、その理由を明記した欠席届を５日以内に提出し

なければならない。 
２ 病気による欠席が１０日以上に及んだ場合には、医師の診断書を添えなければならない。 

 （休学） 
第２５条 学生は、病気その他やむを得ない理由のため、３カ月以上修学不能となった場合は医師の診断書又

は明確な理由書を添えて、保証人連署のうえ、休学願を提出して校長の許可を得なければならない。 
２ 病気のため修学することが適当でないと認められる者に対しては、校長は休学を命ずることができる。 

 （休学期間） 
第２６条 休学期間は、引き続き 1 年を超えることができない。ただし、特別な理由があると認められる者に 

は 1 年を超えて許可することがある。 
２ 休学期間は通算して歯科衛生士学科は３年、言語聴覚士学科は４年、音楽療法士学科は３年を超える 
ことができない。 

３ 休学期間は、在学期間に算入しない。 
 （復学） 
第２７条 前条の規定により休学を許可された者が、休学期間満了又は休学期間内にその理由が中止した場合

は、保証人連署のうえ復学願を提出し、校長の許可を得なければならない。 
２ 前項において、病気のため休学を許可された者は、医師の診断書を添えて願い出なければならない。  
３ 前２項の願いを提出し、許可された者は、原学年に復学する。 
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第６章  転学科、転学、退学及び卒業 

 （転学科） 
第２８条 転学科は原則として認めない。 
 （転学） 
第２９条 他の学校に転学しようとするものは、理由を記載した書面を添えて、その許可を願い出なければな 

らない。 
 （退学） 
第３０条 病気その他やむを得ない理由により退学しようとする者は、保証人連署のうえ理由を明記した退学

願を提出し、校長の許可を得なければならない。 
（進級、卒業） 
第３１条 進級及び卒業の認定は、試験の成績、実習の評価、出欠席状況等について評定のうえ、教員会の議 

を経て、校長が行う。 
 （卒業証書） 
第３２条 校長は、所定の学科課程を修了したと認める者に次の称号を付与し、卒業証書を授与する。 

学 科 等  称 号 

歯 科 衛 生 士 学 科 専門士 
言 語 聴 覚 士 学 科 高度専門士 
音 楽 療 法 士 学 科 専門士 

 
第７章  入学検定料、入学金及び授業料等   

 （入学検定料、入学金及び授業料）   
第３３条 入学検定料、入学金及び授業料等については、次のとおりとする。 

納 付 金 区 分 歯科衛生士学科 言語聴覚士学科 音楽療法士学科 備 考    

入 学 検 定 料  22,000 円 22,000 円 22,000 円 出願時 
入 学 金 200,000 円 200,000 円 200,000 円 初年度 
授 業 料 450,000 円 750,000 円 600,000 円 年度ごと 
実 験 実 習 費 100,000 円 200,000 円 150,000 円 年度ごと 
施 設 設 備 費 100,000 円 200,000 円 200,000 円 年度ごと 
学 生 会 費 10,000 円 10,000 円 10,000 円 初年度 
同 窓 会 費 20,000 円 20,000 円 20,000 円 初年度 

合 計      902,000 円 1,402,000 円 1,202,000 円 初年度 

２ 上記以外として、教材費、研修旅行費、実習材料費、白衣費等は実費にて徴収とする。 
３ 休学を許可された者の学納金は、休学期間中は納入しなくてもよい。 
４ 停学に処せられた者の学納金は、停学期間中も納入しなければならない。 

（納入金の還付） 
第３４条 既納の入学検定料、入学金及び授業料等は、原則として返還しない。ただし、校長が特別の理由が 

あると認めるときは、その全部又は一部を返還することがある。 
（学費支援） 

第３５条 学費支援については、別に規程を定める。 
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 第８章 教職員組繊 

（教職員） 
第３６条 本校に次の教職員を置く。 

 歯科衛生士学科 言語聴覚士学科 音楽療法士学科 

校 長 1 名 
学 科 長 1 名 1 名 1 名 
専 任 教 員 3 名 4 名 3 名 
事 務 長 1 名 
事 務 職 員 1 名 1 名 1 名（専任教員が兼務） 
学 校 医 1 名 

２ 校長は校務を処理し、所属職員を監督する。 

３ 校長は、必要があると認めたときは、副校長及び教頭を置くことができる。 

４ 校長は、必要があると認めたときは、非常勤職員を置くことができる。 
 
 第９章 会議 

（会議） 
第３７条 本校に次の会議を置く。 

（１）学校経営会議 
（２）管理職会議 
（３）教員会 
（４）教科会 

 
 第１０章 委員会 
（学校関係者評価委員会） 
第３８条 本校に学校関係者評価委員会を置く。自己評価とともに学校関係者の評価を通して、本校の学校運 

営並びに教育活動の向上を図る。 
 
（教育課程編成委員会） 
第３９条 本校に教育課程編成委員会を置く。病院・学校・施設・学会等と連携し、職業に必要な実践的・専 

門的な教育課程を編成し、授業や実習の方法の改善・工夫に努める。 
 
第１１章 賞罰 

  （表彰） 
第４０条 校長は、学業、品行共に優秀で他の模範となる学生を表彰することができる。 
（除籍） 

第４１条 学生で次の各号の一に該当する者は、教員会の議を経て校長はこれを除籍する。 
（１）病気その他の理由により、成業の見込みがないと認められる者。 
（２）第７条に規定する在学年限を超えた者。 
（３）授業料等の納付を怠り、督促をしてもなお納入しない者。 
（４）第２６条の第２項に規定する休学期間を超えてなお復学できない者。 
（５）行方不明者については、第７条の規定をもって除籍できるものとする。 
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（懲戒） 
第４２条 本校の学則及びその他の規則に違反し、又は学生の本分に反する行為があった者は、教員会の議を 

経て、校長はこれを懲戒する。 
２ 懲戒は、訓告、停学及び退学とする。 
３ 次の各号の一に該当する者には、退学を命ずることがある。 

（１）性行不良で改善の見込みがないと認められた者。 
（２）学力劣等で成業の見込みがないと認められた者。 
（３）正当の理由がなくて欠席が長期にわたる者。 
（４）本校の秩序を乱し、その他学生としての本分に著しく反した者。 

第１２章 健康管理 
（健康診断） 

第４３条 学生は、校長の指定した期日に年１回の健康診断を受けなければならない。 

第１３章 雑則 
（身分等変更の届け出） 

第４４条 学生は、本人又は保証人の身分、住所その他に変更があった場合は、７日以内に学校長に届けなけ 
ればならない。 

（補則） 
第４５条 この学則に定めるほか、この学則に関し必要な事項は規程、細則及び内規に定める。 

附 則 
 １ この学則は、1997 年 4 月 1 日から施行する。 

２ この学則は、2001 年 4 月 1 日から施行する。 
３ この学則の施行について必要な事項は、校長が別に定める。 
４ この学則は、2002 年 4 月 1 日から施行する。 
５ この学則は、2007 年 4 月 1 日から施行する。 
６ この学則は、2008 年 4 月 1 日から施行する。 
７ この学則は、2009 年 4 月１日から施行する。 
８ この学則は、2010 年 4 月 1 日から施行する。 
 ただし、平成２１年度までに入学した歯科衛生士学科の者は、就業年は２年、教育課程及び授業時間は

改定前のものとする。 
 ９ この学則は、2012 年 4 月 1 日から施行する。 
１０ この学則は、2012 年 10 月 1 日から施行する。 
１１ この学則は、2013 年 4 月 1 日から施行する。 
１２ この学則は、2014 年 4 月 1 日から施行する。 
１３ この学則は、2015 年 4 月 1 日から施行する。 
１４ この学則は、2016 年 4 月 1 日から施行する。 
１５ この学則は、2017 年 4 月 1 日から施行する。 

ただし、2018 年度までに入学した者については、従前の例によるものとする。 
１６ この学則は、2019 年 4 月 1 日から施行する。 

ただし、2020 年度までに入学した者については、従前の例によるものとする。 
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１７ この学則は、2020 年 4 月 1 日から施行する。 
ただし、2021 年度までに入学した者については、従前の例によるものとする。 

１８ この学則は、2021 年 4 月 1 日から施行する。 
ただし、2022 年度までに入学した者については、従前の例によるものとする。 

１９ この学則は、2024 年 4 月 1 日から施行する。 
ただし、2023 年度までに入学した者については、従前の例によるものとする。 

２０ この学則は、2025 年 4 月 1 日から施行する。 
ただし、2024 年度までに入学した者については、従前の例によるものとする。 
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